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東郷町フロントヤード改革推進支援業務 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、公募型プロポーザル方式により、東郷町フロントヤード改革推進支援

業務を受託する事業者を選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名称 

東郷町フロントヤード改革推進支援業務 

⑵ 業務内容 

別紙「東郷町フロントヤード改革推進支援業務仕様書」のとおり。 

⑶ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

⑷ 事業費 

9,900千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

 

３ 選定方法 

公募型プロポーザル方式による。 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

 ⑴ 過去５年以内に地方公共団体において窓口ＤＸ業務に関する推進支援業務又は

それに類する業務の実施実績を有していること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の定めに該当しない者 

⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立がなされてい

る者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。 

⑷ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立がなされてい

る者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。 

⑸ 本町に入札参加資格の認定をされている者 

⑹ 東郷町暴力団排除条例（平成24年東郷町条例第27号）による入札参加除外措置

を受けていない者 

⑺ 東郷町指名業者等選定審査会規程（平成元年東郷町訓令第２号）による指名停

止を受けていない者 

⑻ 国税及び地方税を滞納していない者 

⑼ 本業務について、十分な業務遂行能力及び適正な執行体制を有し、本町の指示
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に迅速かつ柔軟に対応できること。 

 

５ 申込方法及びスケジュール 

項目 日程等 

実施要領の公表 令和８年４月16日から 

・必要な書類は、町ＨＰからダウンロードすること。 

質問の受付 令和８年４月22日 午後５時まで 

・質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより送付す

ること。 

質問の回答 令和８年４月27日までに町ＨＰで公表 

参加表明書等の提出 令和８年４月30日 午後５時まで 

・東郷町役場３階企画政策課に提出すること。 

・郵送の場合は、上記までに必着のこと。 

企画提案書等の提出 令和８年５月14日 午後５時まで 

・東郷町役場３階企画政策課に提出すること。 

・郵送の場合は、上記までに必着のこと。 

プレゼンテーション審査 令和８年５月25日（予定） 

・プレゼンテーションの実施時間等の詳細は、別途各

提案者に通知する。 

 

６ 書類の提出 

 ⑴ 提案参加表明書等 

   提案参加表明については、以下の書類を各１部作成し、期限内に東郷町役場３

階企画政策課に提出すること。 

  ア プロポーザル参加表明書（様式１） 

  イ 会社概要書（様式任意） 

  ウ 類似業務実績調書（様式任意） 

 ⑵ 企画提案書等 

企画提案については、以下の書類を各８部作成し、期限内に東郷町役場３階企

画政策課に提出すること。 

なお、企画提案書中に見積書は含めないこと。 

応募書類については、アからウを一式として各１部をクリップ留めで提出し、

ステープラー等は使用しないこと。 

  ア 企画提案申請書（様式２） 

イ 企画提案書（様式任意） 

ウ 受託金額見積書（様式任意） 
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※受託金額見積書については、積算根拠、内訳が分かるように記載すること。 

なお、契約候補者に選定された場合であっても、当該見積額が契約額を確約

するものではない。 

⑶ 企画提案書に記載する主な提案項目 

  ア 提案内容 

  イ 実施体制 

  ウ 業務実績 

 

７ 審査に関する事項 

  本業務に係る提案書等の審査、評価及び優先交渉権者の選定は、東郷町フロント

ヤード改革推進支援業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において

行うものとする。 

⑴ 評価項目 

評価項目 主な評価の視点 配点 

業務実施 

体制 

業務実績 
同種業務の実績があり、当該実績が本業務の実施

目的の達成に有効であると認められるか。 
10 

実施体制 
業務遂行が可能な人員、指揮系統等組織体制が確

保されているか。 
10 

人員配置 
配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況

等、本業務の履行に対し適正な配置であるか。 
10 

企画 

提案書 

フロント 

ヤード 

改革指針 

推進支援 

・本町の指定する業務を伴走支援するに当たっ

て、実現可能性を十分に踏まえ、オンライン申請

の利用促進と職員の負担軽減につながる具体的

な手法が示されているか。 

20 

・伴走支援により創出した成果をモデル事例と

して庁内展開できるよう、業務改善の手法やプロ

セスが、町職員自ら再現可能な形で実用的に整理

されているか。 

30 

・「書かない窓口」の実現に向け、本町の窓口の

特性を踏まえた「東郷モデル」としてのロードマ

ップが示される提案となっているか。 

20 
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⑵ プレゼンテーション審査 

  プレゼンテーションを実施し、選定委員会で評価する。 

なお、提案事業者が１者のみの場合においても実施する。 

ア 実施日（予定） 

令和８年５月25日（月） 

イ 実施場所 

東郷町役場会議室 

  ウ 時間配分 

プレゼンテーション 25分 

    質疑応答      20分 

⑶ 審査結果 

ア 選定委員会による評価で、最も得点の高い提案者を第１位の優先交渉権者と

し、次点の者を第２位の優先交渉権者とする。 

イ 最高得点の提案者が複数であった場合は、見積金額の低い者を優先交渉権者

職員研修・ 

伴走支援 

・町職員が自律的かつ継続的に業務改善を行え

る組織文化を全庁的に根付かせるため、実践的研

修及び伴走支援を効果的に連動させる提案とな

っているか。 

20 

・全庁的に継続して利用可能なデジタルツール

を活用し、各課の実業務の改善に直結する実践的

な研修を行う提案となっているか。 

20 

・特に業務改善効果が見込まれる業務を伴走支

援するに当たって、実現可能性を十分に踏まえ、

契約期間内に成果報告までを支援する具体的な

手法が示されているか。 

20 

・伴走支援の成果は適切な観点から評価・検証が

行われ、効果的な手法で全庁的に展開される提案

となっているか。 

10 

姿勢・意欲 
本業務に対する取組意欲が感じられ、質疑に対す

る回答が明確、かつ説得力がある内容であるか。 
10 

見積金額 価格の妥当性 20 

合 計 200 
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とする。 

ウ 最高得点及び見積金額が同額の場合は、審査委員の合議により決定する。 

エ 審査結果は、審査終了後に提案者全員に通知する。 

オ 優先交渉権者及び審査結果は、本町のホームページで公表する。 

なお、審査結果の公表時には、優先交渉権者以外の提案者名は非公表とす

る。 

カ 審査結果に関する問合せ及び異議申立ては受付けない。 

⑷ 業者決定及び委託契約の締結 

令和８年６月上旬 

 

８ 契約事項 

⑴ 契約は、審査により選定された優先交渉権者と本町において、協議を行った上

で、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に定める随意契約によって、当該

業務に係る委託契約を締結することを前提とする。 

⑵ 最終的な業務仕様については、事業者との協議により決定する。 

⑶ 失格その他の理由により第１位の優先交渉権者との契約が不可能となった場合

は、候補者選定審査において、次点となった優先交渉権者と協議を行う。 

 

９ 失格要件 

⑴ 応募書類に虚偽の記載をした場合 

⑵ 参加申込書提出後、提出期限内に応募書類を提出しなかった場合 

⑶ 本要領における諸条件（見積金額が事業費上限を超えた場合を含む。）に違反

した場合 

 

10 その他 

⑴ プロポーザルに参加するために係る費用は全て応募者の負担とする。 

⑵ 提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

⑶ 提出書類の著作権は申込者に帰属するが、選定結果の公表等に必要な場合に

は、本町は、当該著作権を無償で使用できることとする。 

⑷ 本町が必要と認めたときには、追加資料の提出を依頼する場合がある。 

⑸ 参加表明書提出後に辞退する場合は、事務局まで事前に連絡の上、辞退届（任

意様式）を提出すること。 

⑹ 本件に係る情報公開請求があった場合には、東郷町情報公開条例（平成11年東

郷町条例第21号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

 

11 事務局（問合せ先） 
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  東郷町企画部企画政策課企画政策係 

  所在地 〒470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地 

  電 話 0561-38-3111（代表） 

  メール tgo-kikaku@town.aichi-togo.lg.jp 

 


